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手配旅行契約 部 

第一章 総則 
適用範囲  

第一条 当社 旅行者 間 締結 手配旅行契約 約款 定 約款 定

い事項 い 法令又 一般 確立さ 慣習  

 当社 法令 反 旅行者 不利 い範囲 書面 特約 結 前項 規定

わ そ 特約 優先  

用語 定義  

第二条 約款 手配旅行契約 当社 旅行者 委託 旅行者 代理 媒介又 取次

等 旅行者 運送・宿泊機関等 提供 運送 宿泊そ 他 旅行 関 サービ 以下

旅行サービ いい 提供 受 う 手配 引 受 契約 いい

 

 約款 国内旅行 本邦内 旅行 いい 海外旅行 国内旅行以外 旅行 いい

 

 約款 旅行代金 当社 旅行サービ 手配 運賃 宿泊料そ 他 運送・宿泊機

関等 対 支払う費用及び当社所定 旅行業務取扱料金 変更手続料金及び取消手続料金 除

いい  

 部 通信契約 当社 提携 ッ カー 会社 以下 提携会社 いい カ

ー 会員 間 電話 郵便 ファ ミ インターネッ そ 他 通信手段 申込 受 締結

手配旅行契約 あ 当社 旅行者 対 有 手配旅行契約 基 く旅行代金等 係 債権又

債務 当該債権又 債務 履行さ 日以降 別 定 提携会社 カー 会員規約 従 決済

い 旅行者 あ 承諾 旅行代金等 第十六条第二項又 第五項 定 方法

支払う 内容 手配旅行契約 いい  

 約款 カー 利用日 旅行者又 当社 手配旅行契約 基 く旅行代金等 支払又 払戻債務

履行 日 いい  

手配債務 終了  
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第三条 当社 善良 管理者 注意 旅行サービ 手配 手配旅行契約 基 く当社 債

務 履行 終了 満員 休業 条件不適当等 事由 運送・宿泊機関等 間 旅

行サービ 提供 契約 締結 場合 あ 当社 そ 義務 果 旅行者

当社 対 当社所定 旅行業務取扱料金 以下 取扱料金 いい 支払わ

通信契約 締結 場合 い カー 利用日 当社 運送・宿 

泊機関等 間 旅行サービ 提供 契約 締結 旨 旅行者 通知 日  

手配代行者  

第四条 当社 手配旅行契約 履行 当 手配 全部又 一部 本邦内又 本邦外 他 旅行業者 手

配 業 行う者そ 他 補助者 代行さ あ  

第二章 契約 成立 
契約 申込  

第五条 当社 手配旅行契約 締結 う 旅行者 当社所定 申込書 所定 事項 記入 上 当社
別 定 金額 申込金 当社 提出  

 当社 通信契約 締結 う 旅行者 前項 規定 わ 会員番号及び依頼 う 旅

行サービ 内容 当社 通知  

 第一項 申込金 旅行代金 取消料そ 他 旅行者 当社 支払う 金銭 一部 取 扱い  

契約締結 拒否  

第六条 当社 次 掲 場合 い 手配旅行契約 締結 応 い あ  

一 通信契約 締結 う 場合 あ 旅行者 有 ッ カー 無効 あ 等 旅 

行者 旅行代金等 係 債務 一部又 全部 提携会社 カー 会員規約 従 決済 い  

二 旅行者 暴力団員 暴力団準構成員 暴力団関係者 暴力団関係企業又 総会屋等そ 他 反社会的

勢力 あ 認  

三 旅行者 当社 対 暴力的 要求行為 不当 要求行為 取引 関 脅迫的 言動若 く 暴力

用い 行為又 準 行為 行  

四 旅行者 風説 流布 偽計 用い若 く 威力 用い 当社 信用 毀損 若 く 当社 業務

妨害 行為又 準 行為 行  

五 そ 他当社 業務上 都合 あ  
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契約 成立時期  

第七条 手配旅行契約 当社 契約 締結 承諾 第五条第一項 申込金 受理 時 成立

 

 通信契約 前項 規定 わ 当社 第五条第二項 申込 承諾 旨 通知 旅行者 到達

成立  

契約成立 特則  

第八条 当社 第五条第一項 規定 わ 書面 特約 申込金 支払い 受

く 契約 締結 承諾 手配旅行契約 成立さ あ  

 前項 場合 い 手配旅行契約 成立時期 前項 書面 い 明  

乗車券及び宿泊券等 特則  

第九条 当社 第五条第一項及び前条第一項 規定 わ 運送サービ 又 宿泊サービ 手配

目的 手配旅行契約 あ 旅行代金 引換え 当該旅行サービ 提供 受 権利 表示 書

面 交付 い 口頭 申込 受 付 あ  

 前項 場合 い 手配旅行契約 当社 契約 締結 承諾 時 成立  

契約書面  

第十条 当社 手配旅行契約 成立後速や 旅行者 旅行日程 旅行サービ 内容 旅行代金そ 他

旅行条件及び当社 責任 関 事項 記載 書面 以下 契約書面 いい 交付

当社 手配 旅行サービ い 乗車券類 宿泊券そ 他 旅行サー 

ビ 提供 受 権利 表示 書面 交付 当該契約書面 交付 い あ  

 前項本文 契約書面 交付 場合 い 当社 手配旅行契約 手配 義務 負う旅行サービ

範囲 当該契約書面 記載  

情報通信 技術 利用 方法  

第十一条 当社 あ 旅行者 承諾 得 手配旅行契約 締結 う 旅行者 交付

旅行日程 旅行サービ 内容 旅行代金そ 他 旅行条件及び当社 責任 関 事項 記載 書面又

契約書面 交付 代え 情報通信 技術 利用 方法 当該書面 記載 事項 以下 条

い 記載事項 いい 提供 旅行者 使用 通信機器 備え ファイ

記載事項 記録さ 確認  
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 前項 場合 い 旅行者 使用 係 通信機器 記載事項 記録 ファイ 備え い

い 当社 使用 通信機器 備え ファイ 専 当該旅行者 用 供 限

記載事項 記録 旅行者 記載事項 閲覧 確認  

第三章 契約 変更及び解除 
契約内容 変更  

第十二条 旅行者 当社 対 旅行日程 旅行サービ 内容そ 他 手配旅行契約 内容 変更 う

求 場合 い 当社 可能 限 旅行者 求 応  

 前項 旅行者 求 手配旅行契約 内容 変更 場合 旅行者 既 完了 手配 取 消 際

運送・宿泊機関等 支払う 取消料 違約料そ 他 手配 変更 要 費用 負担 ほ 当社

対 当社所定 変更手続料金 支払わ 当該手配旅行契約 内容 変更

生 旅行代金 増加又 減少 旅行者 帰属  

旅行者 任意解除  

第十三条 旅行者 い 手配旅行契約 全部又 一部 解除  

 前項 規定 基 い 手配旅行契約 解除さ 旅行者 既 旅行者 提供 受 旅行サービ

対価 又 い 提供 受 い い旅行サービ 係 取消料 違約料そ 他 運送・宿泊機

関等 対 既 支払い 又 支払う費用 負担 ほ 当社 対 当社所定 取消手続料金

及び当社 得 あ 取扱料金 支払わ  

旅行者 責 帰 事由 解除  

第十四条 当社 次 掲 場合 い 手配旅行契約 解除 あ  

一 旅行者 所定 期日 旅行代金 支払わ い  

二 通信契約 締結 場合 あ 旅行者 有 ッ カー 無効 等 旅行者 旅

行代金等 係 債務 一部又 全部 提携会社 カー 会員規約 従 決済 く 三 旅

行者 第六条第二号 第四号 い 該当 判明  

 前項 規定 基 い 手配旅行契約 解除さ 旅行者 い 提供 受 い い旅行サービ

係 取消料 違約料そ 他 運送・宿泊機関等 対 既 支払い 又 支払わ
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い費用 負担 ほ 当社 対 当社所定 取消手続料金及び当社 得 あ 取扱料金 支

払わ  

当社 責 帰 事由 解除  

第十五条 旅行者 当社 責 帰 事由 旅行サービ 手配 不可能 手配旅行契

約 解除  

 前項 規定 基 い 手配旅行契約 解除さ 当社 旅行者 既 そ 提供 受 旅行サ

ービ 対価 運送・宿泊機関等 対 既 支払い 又 支払わ い費用

除い 既 収受 旅行代金 旅行者 払い戻  

 前項 規定 旅行者 当社 対 損害賠償 請求 妨 あ  

第四章 旅行代金 
旅行代金  

第十六条 旅行者 旅行開始前 当社 定 期間 当社 対 旅行代金 支払わ

 

 通信契約 締結 当社 提携会社 カー 所定 伝票 旅行者 署名 く 旅行

代金 支払い 受 場合 い カー 利用日 当社 確定 旅行サービ 内容 旅

行者 通知 日  

 当社 旅行開始前 い 運送・宿泊機関等 運賃・料金 改訂 為替相場 変動そ 他 事由

旅行代金 変動 生 場合 当該旅行代金 変更 あ  

 前項 場合 い 旅行代金 増加又 減少 旅行者 帰属  

 当社 旅行者 通信契約 締結 場合 あ 第三章又 第四章 規定 旅行者 負担

費用等 生 当社 提携会社 カー 所定 伝票 旅行者 署名 く 当該費用

等 支払い 受 場合 い カー 利用日 旅行者 当社 支払う 費用等 額又 当

社 旅行者 払い戻 額 当社 旅行者 通知 日 第十四条第一項第二号

規定 当社 手配旅行契約 解除 場合 旅行者 当社 定 期日 当社 定 支

払方法 旅行者 当社 支払う 費用等 支払わ  

旅行代金 精算  
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第十七条 当社 当社 旅行サービ 手配 運送・宿泊機関等 対 支払 費用 旅行者

負担 帰 及び取扱料金 以下 精算旅行代金 いい 旅行代金 既 収受 金額

合致 い場合 い 旅行終了後 次項及び第三項 定 速や 旅行代金 精算

 

 精算旅行代金 旅行代金 既 収受 金額 超え 旅行者 当社 対 そ 差額 支払

わ  

 精算旅行代金 旅行代金 既 収受 金額 満 い 当社 旅行者 そ 差額 払い戻

 

第五章 団体・ ープ手配 
団体・ ープ手配  

第十八条 当社 同 行程 同時 旅行 複数 旅行者 そ 責任あ 代表者 以下 契約責任者 いい

定 申 込 手配旅行契約 締結 い 本章 規定 適用  

契約責任者  

第十九条 当社 特約 結 場合 除 契約責任者 そ 団体・ ープ 構成 旅行者 以下 構成

者 いい 手配旅行契約 締結 関 一切 代理権 有 い 当該団体・

ープ 係 旅行業務 関 取引及び第二十二条第一項 業務 当該契約責任者 間 行い  

 契約責任者 当社 定 日 構成者 名簿 当社 提出 又 人数 当社 通知

 

 当社 契約責任者 構成者 対 現 負い 又 将来負う 予測さ 債務又 義務 い

何 責任 負う あ  

 当社 契約責任者 団体・ ープ 同行 い場合 旅行開始後 い あ 契約責任者

選任 構成者 契約責任者  

契約成立 特則  
第二十条 当社 契約責任者 手配旅行契約 締結 場合 い 第五条第一項 規定 わ 申

込金 支払い 受 く手配旅行契約 締結 承諾 あ  
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 前項 規定 基 申込金 支払い 受 く手配旅行契約 締結 場合 当社 契約責任

者 そ 旨 記載 書面 交付 手配旅行契約 当社 当該書面 交付 時 成立

 

構成者 変更  

第二十一条 当社 契約責任者 構成者 変更 申出 あ 可能 限 応  

 前項 変更 生 旅行代金 増加又 減少及び当該変更 要 費用 構成者 帰属

 

添乗サービ  

第二十二条 当社 契約責任者 求 団体・ ープ 添乗員 同行さ 添乗サービ 提供

あ  

 添乗員 行う添乗サービ 内容 原則 あ 定 旅行日程上 団体・ ープ行

動 行う 必要 業務  

 添乗員 添乗サービ 提供 時間帯 原則 八時 二十時  

 当社 添乗サービ 提供 契約責任者 当社 対 所定 添乗サービ 料 支払わ

 

第六章 責任 
当社 責任  

第二十三条 当社 手配旅行契約 履行 当 当社又 当社 第四条 規定 基 い 手配 代行さ

者 以下 手配代行者 いい 故意又 過失 旅行者 損害 与え そ 損害 賠

償 責 任 損害発生 翌日 起算 二年以内 当社 対 通知 あ 限

 

 旅行者 天災地変 戦乱 暴動 運送・宿泊機関等 旅行サービ 提供 中止 官公署 命令そ 他 当社

又 当社 手配代行者 関与 得 い事由 損害 被 当社 前項 場合 除 そ 損

害 賠償 責任 負う あ  

 当社 手荷物 い 生 第一項 損害 い 同項 規定 わ 損害発生 翌日 起

算 国内旅行 あ 十四日以内 海外旅行 あ 二十一日以内 当社 対 通知 あ
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限 旅行者一名 十五万円 限度 当社 故意又 重大 過失 あ 場合 除

賠償  

旅行者 責任 第二十四条 旅行者 故意又 過失 当社 損害 被 当該旅行者

損害 賠償  

 旅行者 手配旅行契約 締結 際 当社 提供さ 情報 活用 旅行者 権利義務そ

他 手配旅行契約 内容 い 理解 う努  

 旅行者 旅行開始後 い 契約書面 記載さ 旅行サービ 円滑 受領 万 一契約書

面 異 旅行サービ 提供さ 認識 旅行地 い 速や そ 旨 当社 当社 手

配代行者又 当該旅行サービ 提供者 申 出  

 

第七章 弁済業務保証金 
弁済業務保証金  

第二十五条 当社 一般社団法人全国旅行業協会 東京都港区赤坂 4 丁目 2 番 19 号 赤坂 ャ タイ

ー ビ 3 階 保証社員  

 当社 手配旅行契約 締結 旅行者又 構成者 そ 取引 生 債権 関 前項 一般社団

法人全国旅行業協会 供託 い 弁済業務保証金  1,1５５ 万円 達 弁済 受

 

 当社 旅行業法第四十九条第一項 規定 基 一般社団法人全国旅行業協会 弁済業務保証金分担金

納付 同法第七条第一項 基 く営業保証金 供託  


